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山梨県新Ｗｅｂサイト構築・運用業務委託企画提案募集要項 

 

 次のとおり、「山梨県新Ｗｅｂサイト構築・運用業務委託」に係る企画提案を募集する。 

  

１ 業務の目的 

山梨県の重要な施策や考え方を的確に県民、県内事業者等に伝えるため、新たな情報発信のプラット

フォームとなるＷｅｂサイトを構築し、県の重要な施策や考え方を効果的に発信する。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務名称 

山梨県新Ｗｅｂサイト構築・運用業務委託 

（２）業務内容  

「山梨県新Ｗｅｂサイト構築・運用業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

（４）委託業務費用の上限額 

金６，９９２，７００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

３ 応募資格 

   応募できるのは、次の掲げる要件をすべて満たす業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法 

（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申し立ての手続きを行っていない者 

（更生手続開始又は民事再生手続開始決定を受けた者を除く。）であること。 

（３）物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（平成１４年山梨県告示第６４号）に定める 

競争入札に参加する資格を有する者であること。 

（４）この公告の日以降に、「山梨県物品購入等契約に係る指名停止措置要領」及び「山梨県建設工事 

請負契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない 

こと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定 

する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）本件業務に類似する業務の経験や専門知識を有していること。 

 

４ 企画提案募集等に関する事項 

（１）担当部署 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号（山梨県庁本館３階） 

山梨県 知事政策局 広聴広報グループ  

電話：055-223-1338 

メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp 

（２）日程 

① 公告日                                令和３年１１月２５日（木） 

② 募集要項等の交付開始         令和３年１１月２５日（木） 

③ 企画提案応募資格確認申請書の提出期限 令和３年１２月 ２日（木） 

④ 企画提案に係る質問の受付期限     令和３年１２月 ２日（木） 

⑤ 企画提案書の提出期限         令和３年１２月１５日（水） 

⑥ 審査及びプレゼンテーションの実施   令和３年１２月２３日（木） 
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⑦ 採用事業者の決定・委託契約締結    令和３年１２月下旬 

（３）募集要項等の配付 

① 配付期限 令和３年１２月 ２日（木）  

              土日・祝日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

     ② 配付場所 山梨県知事政策局 広聴広報グループ  

          上記の他、県のホームページからダウンロード可能  

（４）企画提案応募資格確認申請書の提出 
    ① 応募を希望する者は、応募資格を有することを証明するために、企画提案応募資格確認申請 

書（様式１）（以下「申請書」という。）を提出し、企画提案応募資格の確認を受けなければ

ならない。 

② 申請書の提出期限及び場所  

[提出期限] 令和３年１２月 ２日（木）午後５時必着 

[提出方法] 持参又は郵送 

           ※持参での受付は、土日・祝日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時か 

ら午後５時までとする。 

[提出場所] 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号（山梨県庁本館３階）  

山梨県知事政策局 広聴広報グループ 

③ 申請書には次の書類を添付して提出すること。 

  ア ３（３）を証した書類の写し 

イ ３（６）を証する過去５年間の同種または類似業務の実績（様式２） 

       ④ 提出期限までに県が申請書を受理できない場合は、応募することはできない。 

⑤ 応募資格確認結果は、すべての申請者に対して郵便により通知する。 

⑥ 申請後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（５）企画提案に関する質問の受付 

募集要項等に関する質問は、企画提案に関する質問書（様式３）により受け付ける。   

① 受付期限 令和３年１２月 ２日（木）午後５時必着 

② 質問方法  電子メールで送信すること。電子メールの件名は「山梨県新Ｗｅｂサイト構築プ

ロポーザル質問」と記すこと。 

メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp  

③ 回答方法 質問に関する回答は一覧形式で作成し、申請書の確認を受けた者全員に対して電

子メールにて回答する。回答を受領した場合には、速やかに受領確認メールを送

信すること。なお、質問への回答は令和３年１２月 ９日（木）午後５時までに

まとめて行う。また、ホームページに掲載する。 

④ そ の 他 電話や口頭での質問には応じない。なお、本企画提案に関係ない質問や、本企画 

提案に公平性を保てない等と判断した場合には、回答しないこともある。 

（６）企画提案書等の提出 

    ① 提案者は、次のアからエまでの書類（以下「企画提案書等」という。）を持参又は郵送により 

提出しなければばらない。なお、提案者１事業者につき１提案とし、提案内容に係る費用の 

額は、「２ 委託業務の概要（４）委託業務費用の上限額」を超えないものとする。 

       ア 企画提案概要（様式４）・・・・・・・・・・・１０部（コピーでも可）  

        企画提案概要に記載する項目について、具体案が次の イ 企画提案書（様式自由）の

なかのいずれに記載があるかを明記すること。 

      イ 企画提案書（様式自由）・・・・・・・・・・・１０部 

        企画提案書は１参加者につき１件のみとし、次により提出すること。 

        Ａ４判両面印刷、横型横書き天綴じとすること。Ａ３判はやむを得ない場合に限り使

用することとし、片面、横折り込みとする。ページ数は２０ページ以内とし、プレゼン
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テーションで使用しない資料は入れないこと。 

       日本語表記で１１ポイント以上であること。 

        以下の事項を記載すること。 

 Ａ：基本方針・全体のコンセプト（特徴、独自性など） 

Ｂ：目標閲覧数など、ＫＰＩの設定 

Ｃ：サイトイメージ 

Ｄ：特集記事のイメージ・制作過程 

提案する特集記事のイメージ・制作過程を示すために、「グリーン・ゾーン認証

制度」をテーマとして、どのようなライターが、どこで取材をし、どのような記事

を書くのかがわかるように記載する。 

Ｅ：効果的に閲覧数を増やすために工夫する点 

Ｆ：閲覧のリピート・コンテンツの拡散を図るために工夫する点 

Ｇ：工程・スケジュール 

立ち上げ時に必要な４本の記事をどのようなスケジュールで制作・配信するか 

全１０本の記事をどのようなスケジュールで制作・配信するか 

Ｈ：業務の実施体制（人員配置・配置予定者・予定している記事執筆者の経歴等） 

       ウ  企画提案書[契約希望金額]（様式４－１）・・ １部 

エ  法人の概要書 ・・・・・・・・・・・・・・ １部 

           様式は任意、既存のものやパンフレットでも可とする。 

     ② 企画提案書等の提出期限 

 [提出期限] 令和３年１２月１５日（水）午後５時必着 

[提出方法] 持参又は郵送 

         ※持参での受付は、土日・祝日を除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１ 

時から午後５時までとする。 

[提出場所]  〒400-8501山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号（山梨県庁本館３階） 

山梨県知事政策局 広聴広報グループ 

    ③ 提出期限までに山梨県が企画提案書等を受理できない場合は、審査対象としない。 

     ④ 一度提出した企画提案書等は、これを書き換え、差し替え又は撤回することができない。 

 

（７）企画提案の無効 

「３ 応募資格」の条件を満たさなくなった者の企画提案及び次のいずれかに該当する企画提案 

は無効とする。 

     ① 募集要項の規定に反した提案 

     ② 「２ 委託業務の概要（４）委託業務費用の上限額」を超える提案     

  ③ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 
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５ 委託候補者の選定方法等に関する事項  

（１）審査方法及び結果の通知 

   山梨県新Ｗｅｂサイトサイト構築・運用業務委託に係る企画提案審査委員会において、下記（２）

の評価項目により、企画提案書等及びプレゼンテーションに基づく審査を行う。採否については、

決定後速やかに通知する。 

   プロポーザル参加者が４者を超える場合は、審査委員会において、企画プロポーザル提案書等に

よる審査（以下「一次審査」という。）を実施し、上位に評価された４者により、委員会において、

企画プロポーザル提案書等及びプレゼンテーションに基づく審査を行うものとする。 

   プロポーザル参加者が４者以下であった場合には、一次審査は実施しないものとする。 

   なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての意義申し立ては認めない。 

（２）企画提案を特定するための評価項目 

業務内容 ①業務目的や内容の理解・目標設定 

②魅力的で機能的なＷｅｂサイトが提案されているか 

③適切な特集記事が、高い品質で提案されているか 

④効果的なＰＲ等の工夫がなされているか 

業務の実施体制 ⑤工程、人員配置の妥当性、配置予定者の専門性・実績 

（３）審査基準は、「審査基準」のとおりとする。 

（４）審査を基に山梨県が第１順位の委託候補者を決定する。 

（５）審査の結果は、各提案者に「採用」「不採用」の別を文書にて通知する。 

（６）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次点の者と契約の交渉を行う。 

（７）非特定理由に関する事項 

   委託候補者として特定されなかった者は、５（５）の通知を受けた日の翌日から起算して１０日

（県の休日を除く）以内に、書面（様式自由）により理由について説明を求めることができる。 

  

６ プレゼンテーションの実施 

 企画提案に係るプレゼンテーション・ヒアリングを次のとおり実施する。 

（１）日時・場所 

   令和３年１２月２３日（木）を予定 

   時間及び場所は企画提案書等を提出した者に対し、別途通知する。 

   ※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、書面審査のみとする場合もある。 

（２）プレゼンテーション・ヒアリングの時間 

   ３５分程度（提案書説明２０分、質疑応答１５分） 

   提案書説明については、２０分が経過した場合は、直ちに提案説明は終了とする。出席者は簡潔か

つ明瞭な説明に努めること。 

（３）プレゼンテーションの順番等 

   企画提案書等の提出順により決定する。プレゼンテーション当日は、開始時間１５分前までに控え

室に入室すること。 

（４）その他 

   ① プレゼンテーションは、非公開とする。 

② 企画提案の説明及び質疑応答は、主担当者となる者が行うこととし、入室は４名以内とする。 

   ③ 会場には県側でプロジェクター及びスクリーンを用意するが、自前のプロジェクターの持ち込

みも可能。また、プロジェクターの使用は任意とする。 

   ④ やむを得ない事情がある場合を除き、プレゼンテーションに欠席、または、遅刻した場合は特

定から除外する。 

   ⑤ プレゼンテーションは、提出された資料をもとに行うこととし、追加提案の説明や追加資料の

配付は認めない。 
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７ 契約に関する事項 

（１）契約書は２通作成し、双方記名押印して、各自１通を所持するものとする。  

（２）契約の締結と同時に、山梨県に対し、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の金額を

納付すること。ただし、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第１０９条の２各号

に該当する場合は免除する。 

（３）第１順位の委託候補者と協議を行い、随意契約により契約を締結する。ただし、第１位の候補者

と協議が整わない場合は、次点の者と協議する。 

（４）企画提案書等との関係 

    企画提案書等に記載された事項は、仕様書と合わせ、契約時の仕様書として扱うものとする。 

ただし、業務の目的のために修正すべき必要がある場合には、山梨県の指示により契約締結段 

階において契約内容を追加、変更又は削除するものとする。 

 

８ その他 

（１）企画提案及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（２）提出書類の取り扱い 

    ① 提案者が山梨県に提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の著作権は、

提案者に帰属する。 

   ② 提出書類は、いかなる理由があっても返却しないものとする。 

    ③ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護されている第三者の権利の対象 

となっているものを使用した結果、生じた責任は原則として提案者が負うものとする。 

（３） 提案者が本企画提案応募に要した一切の費用については、すべて提案者自身が負担するものとす 

る。 

（４）契約を締結するまでの間、「３ 応募資格」の条件を満たさない事態が発生した場合には、契約 

を締結しないこともある。なお、手続きの停止又は契約を解除した場合でも、当該業務に要した 

費用については、一切補償しないものとする。 

（５）「３ 応募資格」の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営 

状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、応募を認めないことがある。 


